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(57)【要約】
【課題】スポーク部を有する車両用ホイールにおいて、
その剛性を確保しつつ、意匠性を高める。
【解決手段】車両用ホイール１は、ディスク部４、リム
部５及びスポーク部６を有するホイール本体２と、ホイ
ール本体２のディスク部４に取り付けられたキャップ３
とを備える。スポーク部６の車軸方向の外面がディスク
部４の車軸方向の外面より車軸方向の外方に位置するた
め、剛性が向上する。キャップ３は、スポーク部６を半
径方向の内方に延長した形状をなすスポーク延長部１７
を備える。スポーク部６の車軸側の端部及びスポーク延
長部１７と、周方向に隣り合う他のスポーク部６の車軸
側の端部及びスポーク延長部１７との間には、車軸方向
外側の面が水かき状の凹形状をなす凹状連結部２０が設
けられている。スポーク延長部１７及び凹状連結部２０
によりスポーク長くなったように見え、意匠性が向上す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車軸を中心にした円盤状をなし、中央にて車軸方向の内側に向けて凹設された凹部及び
前記凹部の底壁に貫通形成された複数の締結孔を有する、ハブに取り付けられるべきディ
スク部と、
　タイヤが取り付けられるべき円環状をなすリム部と、
　前記ディスク部及び前記リム部を互いに結合する複数のスポーク部と、
　前記ディスク部の前記凹部を覆うべく、前記ディスク部に取り付けられたキャップとを
備える車両用ホイールであって、
　互いに隣り合う前記スポーク部が、半径方向の内端側にて、前記車軸方向の外方に向く
凹面を有するスポーク側連結部により互いに連結され、
　前記キャップが、前記スポーク部を前記半径方向の内方に延長した形状をなす複数のス
ポーク延長部を備え、
　互いに隣り合う前記スポーク延長部間が、対応する前記スポーク側連結部に連続する前
記車軸方向の外方を向く凹面を有するキャップ側連結部をなすことを特徴とする車両用ホ
イール。
【請求項２】
　請求項１に記載の車両用ホイールにおいて、
　前記凹部の周縁は、前記凹部の前記半径方向の内側部分よりも大きい深さを有すること
を特徴とする車両用ホイール。
【請求項３】
　請求項２に記載の車両用ホイールにおいて、
　前記キャップは、裏面側に設けられて前記凹部の内周面に係止する複数の係止部と、裏
面側における前記キャップ側連結部の近傍に設けられて前記内周面を画成する周壁の前記
車軸方向の外側の面に当接する複数の位置決め部とを備え、
　前記スポーク部の前記半径方向の内端面は、前記キャップの外周縁が当接するキャップ
合わせ部を構成することを特徴とする車両用ホイール。
【請求項４】
　請求項３に記載の車両用ホイールにおいて、
　前記キャップを前記ディスク部から取り外すための切欠き部が、少なくとも１つの前記
スポーク延長部の前記半径方向の外端縁に設けられ、
　前記位置決め部は、前記キャップ側連結部の周方向中央に配置されている箇所と、前記
キャップ側連結部の稜線近傍に配置されている箇所があり、前記切欠き部の周方向の両隣
にある、前記位置決め部は前記稜線近傍に配置されていることを特徴とする車両用ホイー
ル。
【請求項５】
　請求項３に記載の車両用ホイールにおいて、
　前記キャップを前記ディスク部から取り外すための切欠き部が、少なくとも１つの前記
スポーク延長部の前記半径方向の外端縁に設けられ、
　前記係止部の少なくとも１つは、前記切欠き部の近傍に設けられたことを特徴とする車
両用ホイール。
【請求項６】
　請求項５に記載の車両用ホイールにおいて、
　前記切欠き部は、１箇所にのみ設けられ、
　前記係止部は、前記キャップの裏面に複数配置されており、
　前記係止部の各々は、前記切欠き部の近傍と、前記切欠き部から周方向に１８０°ずれ
た位置の近傍とに配置されたものを除き、前記キャップ側連結部の近傍に配置されている
ことを特徴とする車両用ホイール。
【請求項７】
　請求項３～６の何れか一項に記載の車両用ホイールにおいて、
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　前記位置決め部は偶数個配置されており、前記位置決め部の各々には周方向に１８０°
ずれて配置されたものが存在し、
　前記位置決め部は、互いの周方向間隔が略一定であり、
　前記キャップの裏面には、前記位置決め部の各々から前記半径方向の内方に向かって延
出する補強リブが設けられていることを特徴とする車両用ホイール。
【請求項８】
　請求項３～７の何れか一項に記載の車両用ホイールにおいて、
　前記係止部は、偶数個配置されており、前記係止部の各々には周方向に１８０°ずれて
配置されたものが存在し、
　前記係止部の各々は、互いに隣り合う２つの前記位置決め部の各々と前記車軸とを通る
２つの線がなす角の２等分線上に配置されていることを特徴とする車両用ホイール。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか一項に記載の車両用ホイールにおいて、
　前記スポーク部は、側面視で前記車軸から前記リム部に向かって放射状に延び、
前記スポーク側連結部の表面は、前記スポーク部の表面に滑らかに接続しており、
　前記締結孔は、それぞれ互いに隣り合う前記スポーク部の延長線がなす角の２等分線上
に位置することを特徴とする車両用ホイール。
【請求項１０】
　請求項９に記載の車両用ホイールにおいて、
　前記スポーク部は、その数をｎとして前記車軸を中心にｎ回対称形に配置され、
　前記スポーク部の各々は、前記半径方向に延びる中心線に対して側面視で左右対称形で
あり、
　前記締結孔及び前記スポーク部は、それぞれ、５個及び１０本、又は、４個及び８本配
置されたことを特徴とする車両用ホイール。
【請求項１１】
　請求項１～１０の何れか一項に記載の車両用ホイールにおいて、
　前記スポーク部は、側面視で、前記半径方向の内端部の幅が前記半径方向の外端部の幅
よりも大きい略台形状をなし、
　前記スポーク部の前記車軸方向の内側の面には、前記半径方向の中心線に沿って形成さ
れ、側面視で略長方形をなす肉抜き部が形成されていることを特徴とする車両用ホイール
。
【請求項１２】
　請求項１～１１の何れか一項に記載の車両用ホイールにおいて
　前記リム部は、前記車軸方向の外側に位置する第１ビードシート部と、前記車軸方向の
内側に位置する第２ビードシート部と、前記第１ビードシート部及び前記第２ビードシー
ト部を連結する中間部とを有し、前記第１ビードシート部が、前記中間部よりも厚肉であ
ることを特徴とする車両用ホイール。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の車両用ホイールにおいて
　前記リム部の前記半径方向の内側の表面において、前記第１ビードシート部は、前記中
間部に滑らかに接続していることを特徴とする車両用ホイール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、車軸回りに配置されたディスク部、タイヤが取り付けられるリム部、並びに
、ディスク部及びリム部間を連結するスポーク部を有するホイール本体と、ディスク部に
取り付けられるキャップとを備える車両用ホイールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ホイールには、車軸回りに配置されたディスク部と、タイヤが取り付けられるリム部と
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、ディスク部及びリム部間を連結するスポーク部とを有するものがある。このようなホイ
ールは、ハブに設けられたボルトをディスク部に設けられた締結孔に挿通してナットで締
結することにより、又は、ボルトをディスク部に設けられた締結孔に挿通してハブに設け
られたナット部に締結させることにより、ハブに取り付けられる。このようなホイールに
おいて、ディスク部にキャップを取り付けてボルト及び／又はナットを隠し、意匠性を向
上させた構造が知られている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１に記載のホイールは、ディスク部の車軸方向の外側に、ボルトの頭部を受容
する凹部を有する。キャップは、凹部及び凹部を形成するリング状の周壁を覆うようにデ
ィスク部に取り付けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６２－９１３０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ホイールには、意匠性の向上が望まれている。スポーク部を有するホイールは、一般に
スポークを長くすると意匠性が高まる。スポークを長くするための手段の１つとして、デ
ィスク部の凹部を形成している周壁の外径を小さくすることが挙げられる。しかし、凹部
を形成する周壁の外径は、締結孔の位置によって決まる内径に対応しているため、周壁全
体を縮径させて外径を小さくすることは難しい。また、周壁の厚さを小さくして周壁の外
径を小さくするとホイールの剛性が低下する。
【０００６】
　このような問題に鑑み、本発明は、スポーク部を有する車両用ホイールにおいて、その
剛性を確保しつつ、意匠性を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態に係る車両用ホイールは、車軸を中心にした円
盤状をなし、中央にて車軸方向の内側に向けて凹設された凹部（９）及び前記凹部の底壁
（７）に貫通形成された複数の締結孔（１１）を有する、ハブ（１２）に取り付けられる
べきディスク部（４）と、タイヤが取り付けられるべき円環状をなすリム部（５）と、前
記ディスク部及び前記リム部を互いに結合する複数のスポーク部（６）と、前記ディスク
部の前記凹部を覆うべく、前記ディスク部に取り付けられたキャップ（３）とを備える車
両用ホイール（１）であって、互いに隣り合う前記スポーク部が、半径方向の内端側にて
、前記車軸方向の外方に向く凹面を有するスポーク側連結部（１９）により互いに連結さ
れ、前記キャップが、前記スポーク部を前記半径方向の内方に延長した形状をなす複数の
スポーク延長部（１７）を備え、互いに隣り合う前記スポーク延長部間が、対応する前記
スポーク側連結部に連続する前記車軸方向の外方を向く凹面を有するキャップ側連結部（
１８）をなすことを特徴とする。
【０００８】
　スポーク部がキャップに連続することは、スポーク部がキャップに覆われるディスク部
よりも車軸方向の外方に突出していることを意味するが、このため、ホイールの剛性が向
上する。また、キャップがスポーク延長部を有することにより、スポークが半径方向に延
長されたように見え、意匠性が向上する。
【０００９】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、上記構成において、前記凹部の周縁は、前
記凹部の前記半径方向の内側部分よりも大きい深さを有することを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、凹部の周縁の深さを大きくし、底壁の中央部を厚くすることにより
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、キャップの係止に必要な長さを確保した上で、ホイールの剛性を向上させることができ
る。
【００１１】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、上記構成において、前記キャップは、裏面
側（車軸方向の内側）に設けられて前記凹部の内周面（８ａ）に係止する複数の係止部（
２２）と、裏面側における前記キャップ側連結部の近傍に設けられて前記内周面を画成す
る周壁（８）の前記車軸方向外側の面に当接する複数の位置決め部（２３）とを備え、前
記スポーク部の前記半径方向の内端面は、前記キャップの外周縁が当接するキャップ合わ
せ部（２１）を構成することを特徴とする。
【００１２】
　この構成によれば、位置決め部をキャップ内で剛性の高いキャップ側連結部付近に配置
することで、キャップの取付け剛性が向上する。
【００１３】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、上記構成において、前記キャップを前記デ
ィスク部から取り外すための切欠き部（２５）が、少なくとも１つの前記スポーク延長部
の前記半径方向の外端縁に設けられ、前記位置決め部は、前記キャップ側連結部の周方向
中央に配置されている箇所と、前記キャップ側連結部の稜線近傍に配置されている箇所が
あり、前記切欠き部の周方向の両隣にある、前記位置決め部は前記稜線近傍に配置されて
いることを特徴とする。
【００１４】
　この構成によれば、切欠き部の周辺で、キャップ側連結部と位置決め部という比較的剛
性の高い部分を側面視で同一箇所に配置するのではなく、周方向にずらして配置すること
で、キャップの取り外しの際、キャップにおける切欠き部の周辺が比較的変形しやすく、
キャップの取り外しが容易になる。
【００１５】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、上記構成において、切欠き部の構成を変更
して、前記キャップを前記ディスク部から取り外すための切欠き部（２５）が、少なくと
も１つの前記スポーク延長部の前記半径方向の外端縁に設けられ、前記係止部の少なくと
も１つは、前記切欠き部の近傍に設けられたことを特徴とする。
【００１６】
　この構成によれば、切欠き部近傍に係止部が設けられていることにより、キャップ取り
外しのために工具を挿入した際に係止部を直接押すことができるとともに、係止部は周辺
に比べて剛性が高いため、工具によるキャップの取り外しが容易である。
【００１７】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、上記構成において、前記切欠き部は、１箇
所にのみ設けられ、前記係止部は、前記キャップの裏面に複数配置されており、前記係止
部の各々は、前記切欠き部の近傍と、前記切欠き部から周方向に１８０°ずれた位置の近
傍とに配置されたものを除き、前記キャップ側連結部の近傍に配置されていることを特徴
とする。
【００１８】
　この構成によれば、切欠き部周辺は、比較的大きく変形できてキャップの取り外しが容
易となり、他の部分では、係止部が剛性の高いキャップ側連結部の近傍に配置されるため
、キャップの取り付け剛性が向上する。
【００１９】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、位置決め部を有する上記構成において、前
記位置決め部は偶数個配置されており、前記位置決め部の各々には周方向に１８０°ずれ
て配置されたものが存在し、前記位置決め部は、互いの周方向間隔が略一定であり、前記
キャップの裏面には、前記位置決め部の各々から前記半径方向の内方に向かって延出する
補強リブが設けられていることを特徴とする。
【００２０】
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　この構成によれば、互いに周方向に１８０°ずれて配置された位置決め部により、キャ
ップの車軸方向のガタつきや、ホイール本体とキャップとの車軸方向での位置ずれを防止
することができ、補強リブによってキャップの剛性が向上する。
【００２１】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、係止部及び位置決め部を有する上記構成に
おいて、前記係止部は、偶数個配置されており、前記係止部の各々には周方向に１８０°
ずれて配置されたものが存在し、前記係止部の各々は、互いに隣り合う２つの前記位置決
め部の各々と前記車軸とを通る２つの線がなす角の２等分線上に配置されていることを特
徴とする。
【００２２】
　この構成によれば、互いに周方向に１８０°ずれて配置された係止部によりキャップと
ホイール本体との取付け時の側面視での位置ずれを防止できる。また、互いに隣り合う位
置決め部がなす角の２等分線上に係止部を配置することで、係止荷重の車軸方向へのずれ
を防止し、正面視での位置ずれを防止できる。
【００２３】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、上記構成の何れかにおいて、前記スポーク
部は、側面視で前記車軸から前記リム部に向かって放射状に延び、前記スポーク側連結部
の表面は、前記スポーク部の表面に滑らかに接続しており、前記締結孔は、それぞれ互い
に隣り合う前記スポーク部の延長線がなす角の２等分線上に位置することを特徴とする。
【００２４】
　この構成によれば、ハブとディスク部との間に作用する上下方向の力を２本のスポーク
部で均等に分担でき、ホイール本体に加わる力を効率的に分散できる。
【００２５】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、上記構成において、前記スポーク部は、そ
の数をｎとして前記車軸を中心にｎ回対称形に配置され、前記スポーク部の各々は、前記
半径方向に延びる中心線に対して側面視で左右対称形であり、前記締結孔及び前記スポー
ク部は、それぞれ、５個及び１０本、又は、４個及び８本配置されたことを特徴とする。
【００２６】
　この構成によれば、４つ又は５つのボルト及びナットに対して、それぞれ、その位置が
２等分線上になるように８本又は１０本のスポーク部を配置することにより、効率的に上
下方向の入力を分散することができる。
【００２７】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、上記構成の何れかにおいて、前記スポーク
部は、側面視で、前記半径方向の内端部の幅が前記半径方向の外端部の幅よりも大きい略
台形状をなし、前記スポーク部の前記車軸方向の内側の面には、前記半径方向の中心線に
沿って形成され、側面視で略長方形をなす肉抜き部が形成されていることを特徴とする。
【００２８】
　この構成によれば、スポーク部において、半径方向の外端側（リム部側）が半径方向の
内端側（ディスク部側）よりも強度上細くできるので、肉抜き部の形状を長方形とするこ
とで、強度を確保した上で、軽量化することができる。
【００２９】
　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、上記構成の何れかにおいて、前記リム部は
、前記車軸方向の外側に位置する第１ビードシート部（１３）と、前記車軸方向の内側に
位置する第２ビードシート部（１４）と、前記第１ビードシート部及び前記第２ビードシ
ート部を連結する中間部（１５）とを有し、前記第１ビードシート部が、前記中間部より
も厚肉であることを特徴とする。
【００３０】
　この構成によれば、第１ビードシート部を厚肉とすることで、ホイールが回転する際の
ホイールの振動が低減し、騒音及び振動を抑制できる。
【００３１】
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　本発明の少なくともいくつかの実施形態は、上記構成において、前記リム部の前記半径
方の内側の表面において、前記第１ビードシート部は、前記中間部に滑らかに接続してい
ることを特徴とする。
【００３２】
　この構成によれば、空気の流れが乱されず、空力性能及びブレーキの冷却性能を向上で
きる。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明によれば、スポーク部を有するホイールにおいて、その剛性を確保しつつ、意匠
性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】実施形態に係るホイールの斜視図
【図２】実施形態に係るホイール本体の車軸方向外側から見た側面図
【図３】実施形態に係るホイール本体の車軸方向内側から見た側面図
【図４】図２におけるＩＶ－ＩＶ断面図
【図５】図２におけるＶ－Ｖ断面図
【図６】実施形態に係るキャップの車軸方向外側から見た側面図
【図７】図６におけるＶＩＩ－ＶＩＩ断面図
【図８】図６におけるＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ断面図
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。説明に当たって前後、左右
及び上下の方向は、車両の方向に従う。
【００３６】
　図１は、実施形態に係る車両用ホイール１の斜視図であり、図２及び図３は、ホイール
本体２の車軸方向外側及び内側から見た側面図であり、図４は、ホイール本体２を車両に
取り付けた状態を示す断面図である。図１～図４に示すように、車両用ホイール１は、ホ
イール本体２と、ホイール本体２の車軸方向外側における中心部に着脱可能に取り付けら
れるキャップ３とを備える。ホイール本体２は、車軸を中心とした円盤状をなすディスク
部４と、タイヤが取り付けられるべき円環状をなすリム部５と、ディスク部４及びリム部
５を互いに結合する複数本のスポーク部６を備える。
【００３７】
　ディスク部４は、側面視で略円形をなす底壁７と、底壁７の外周縁から車軸方向の外方
に延出する周壁８とを備え、底壁７の車軸方向の外側の面である底面７ａと周壁８の内周
面８ａとによって画成される凹部９を有する。底壁７には、側面視における中心を貫通す
るセンター孔１０と、センター孔１０よりも半径方向の外方において車軸方向に貫通する
複数の締結孔１１とが設けられている。複数の締結孔１１は、センター孔１０と同心であ
る共通の円周上に、周方向において互いに等間隔に配置される。車両本体のハブ１２の軸
部がセンター孔１０に嵌合し、ハブ１２に設けられたボルト（図示せず）が締結孔１１に
挿通されてナット（図示せず）に締結されることにより、又は、ボルト（図示せず）を締
結孔１１に挿通してハブ１２に設けられたナット部（図示せず）に締結させることにより
、ホイール本体２がハブ１２に固定される。
【００３８】
　底壁７の車軸方向の内側のハブ取付面７ｂは、車軸に略直交する平面である。底面７ａ
は、車軸に直交する面に対して半径方向の内方に向かうほど車軸方向の外方に向かうよう
に傾斜している。すなわち、底壁７の厚さは、車軸を中心とする半径方向において、中心
に向かうにつれて厚くなっている。このように底面７ａが傾斜していることにより、凹部
９の周縁が凹部９の半径方向の内側部分よりも大きい深さを有するため、キャップ３の周
縁部を凹部９へ深く差し入れることができ、かつ、ハブ１２に固定される部分の厚さが厚
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くなるため、ホイール本体２の剛性が向上している。また、ハブ取付面７ｂには、締結孔
１１の間に肉抜き７ｃが凹設されている。
【００３９】
　図５は、車軸を通る面で切ったリム部５の拡大断面図である。リム部５は、車軸方向の
外側に位置する第１ビードシート部１３と、車軸方向の内側に位置する第２ビードシート
部１４と、第１ビードシート部１３及び第２ビードシート部１４の間を連結する中間部１
５とを備える。第１ビードシート部１３及び第２ビードシート部１４の半径方向の外側の
面にはタイヤのビード（図示せず）が密着する。第１ビードシート部１３が中間部１５に
比べて厚肉になっていることにより、車両用ホイール１が回転する際の振動が低減され、
騒音振動性能が向上する。また、第１ビードシート部１３の半径方向の内側の面が、中間
部１５の半径方向の内側の面に滑らかに接続していることにより、走行時に空気の流れが
乱されず、空力性能及びブレーキの冷却性能が向上する。
【００４０】
　図１～図４に示すように、１０本のスポーク部６がディスク部４から半径方向の外方に
放射状に延出してリム部５の第１ビードシート部１３に連結している。１０本のスポーク
部６は、車軸を中心に１０回対称形に配置される。すなわち、互いに隣り合うスポーク部
６の半径方向の延長線がなす角度は等しく３６°である。スポーク部６の数を変更しても
よく、その場合、スポーク部６の数をｎ本とすると、ｎ本のスポーク部は、車軸を中心に
ｎ回対称形に配置される。スポーク部６の数は偶数であることが好ましく、互いに隣り合
うスポーク部６が１組となり、２本１組のスポーク部６の延長線がなす角の２等分線上に
締結孔１１の中心が配置される。従って、締結孔１１の数はｎ／２個である。スポーク部
６が１０本であれば締結孔１１は５個であり、スポーク部６が８本であれば締結孔１１は
４個である。このように締結孔１１を配置することにより、ホイール本体２に加わる上下
方向の荷重を分散することができる。
【００４１】
　各々のスポーク部６は、側面視で、半径方向に延びる中心線に対して左右対称形をなす
。スポーク部６の車軸方向の外面はディスク部４の車軸方向の外面より車軸方向の外側に
位置する。より詳細には、スポーク部６の車軸方向の外面は、半径方向の内端部において
、ディスク部４の周壁８の頂面よりも車軸方向の外側に突出しており、半径方向の外方に
向かうにつれてわずかに車軸方向の内方に向かうように傾斜している。このようにスポー
ク部６が車軸方向の外側に突出することによりスポーク部６とディスク部４との接続剛性
が向上する。
【００４２】
　各々の前記スポーク部６は、側面視で、半径方向の内端部の幅が外端部の幅よりも大き
い等脚台形状をなし、また、各々のスポーク部６の車軸方向の内面には肉抜き部１６が凹
設されている。肉抜き部１６は、半径方向の中心線に沿って形成され、側面視で略長方形
なす。スポーク部６は、ディスク部４側よりもリム部５側の方を強度上細くできるので、
肉抜き部１６の形状を長方形とすることで、強度を確保した上で、軽量化できる。なお、
半径方向に直交する横断面で、スポーク部６は、車軸方向も内側の幅が車軸方向の外側の
幅よりも大きい等脚台形状をなすことが好ましい。等脚台形状をなすスポーク部６の横断
面は、肉抜き部１６によって車軸方向の内側の底辺が凹んでいる。
【００４３】
　図６は、キャップ３の車軸方向の外側から見た側面図であり、図７及び図８は、それぞ
れ、図６におけるＶＩＩ－ＶＩＩ断面図及びＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ断面図である。図６～図
８に示すように、キャップ３は、側面視で略円形をなし、その半径は、ディスク部４の半
径に略一致する。
【００４４】
　キャップ３の周縁近傍の表面（車軸方向の外側の面）には、凹凸が設けられており、そ
の凸部分がスポーク部６における車軸方向の外側から見える表面を半径方向の内方に延長
した形状をなしてスポーク延長部１７を形成し、キャップ３の表面の中央側の部分に滑ら
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かに接続している。また、その凹部分は、円弧又は放物線等の湾曲した稜線によってスポ
ーク延長部１７の表面及びキャップ３の表面の中央側の部分と区切られたキャップ側連結
部１８の表面を形成している。また、互いに隣り合うスポーク部６の半径方向の内端部は
、表面がスポーク部６よりも車軸方向の内側に凹んだスポーク側連結部１９によって連結
している。スポーク側連結部１９の凹状の表面は、スポーク部６の表面に滑らかに接続し
ている。スポーク側連結部１９の凹形状の表面はキャップ側連結部１８の凹形状の表面に
滑らかに接続しており、キャップ側連結部１８とスポーク側連結部１９とによって構成さ
れる凹状連結部２０の表面は、半径方向に延びる中心線に対して側面視で左右対称形をな
す。また、凹状連結部２０の表面は、水かき状の凹形状、すなわち、半径方向の外側に向
かうに従い、周方向の幅が拡がるとともに車軸方向の深さが深くなる凹形状をなすことが
好ましい。スポーク部６がスポーク延長部１７につながっており、かつ、凹状連結部２０
の表面が凹形状であるため、スポークが車軸に向かって延長されたように見え、意匠性が
向上する。スポーク側連結部１９の凹状の表面がスポーク部６の表面に滑らかに接続して
いることにより、互いに隣り合うスポーク部６に上下方向の力が分散する。
【００４５】
　キャップ３の周縁は、スポーク部６及びスポーク側連結部１９の半径方向の内端面によ
って構成されるキャップ合わせ部２１に当接する。また、キャップ３は、周縁近傍の裏面
（車軸方向の内側の面）から車軸方向の内方に延出して、遊端側が半径方向の外方に膨出
した係止部２２を有する。係止部２２は、半径方向の外方に凹むように形成された周壁８
の内周面８ａに係止される。さらに、キャップ３の周縁近傍の裏面から車軸方向の内方に
突出するように設けられた複数の位置決め部２３が、周壁８の頂面（車軸方向外側の面）
によって構成された位置合わせ部２４に当接する。位置決め部２３の突出長さは、係止部
２２の延出長さよりも短い。キャップ３の周縁がキャップ合わせ部２１に当接することに
より、キャップ３の半径方向の位置が定まり、係止部２２が内周面８ａに係止されること
により、キャップ３がホイール本体２に固定され、位置決め部２３が位置合わせ部２４に
当接することにより、キャップ３は車軸方向内側に押されても車軸方向内側に沈み込まず
、また、係止部２２が内周面８ａから車軸方向内側に向かう反力を受け、キャップ３の車
軸方向の位置が安定する。また、キャップ３の取付剛性を向上させるため、位置決め部２
３は、キャップ３内で剛性の高いキャップ側連結部１８の近傍に設けられる。
【００４６】
　キャップ３をホイール本体２から取り外すための切欠き部２５が、１つのスポーク延長
部１７の半径方向の外端縁に設けられている。位置決め部２３は、キャップ側連結部１８
の周方向の中央に配置されている箇所と、キャップ側連結部１８の周方向の中央からずれ
て稜線近傍に配置されている箇所がある。ここで、切欠き部２５の周方向の両隣にある位
置決め部２３は、切欠き部２５に隣接するキャップ側連結部１８の稜線近傍であって、位
置決め部２３とは周方向における反対側に配置されている。キャップ側連結部１８と位置
決め部２３という比較的剛性の高い部分を側面視で同一箇所に配置すると、キャップ３を
ホイール本体２に対して安定させるのに好適となる。しかし、切欠き部２５にマイナスド
ライバー等の工具を差し入れてキャップ３をホイール本体２から取り外すには、切欠き部
２５の周辺が広い範囲に渡って変形することが好ましい。そこで、切欠き部２５の周辺で
は、比較的剛性の高いキャップ側連結部１８と位置決め部２３とを側面視で重ねるのでは
なく、周方向に互いにずらして配置することにより、剛性の向上を抑制し、キャップ３の
取り外し時に切欠き部２５の周辺の広い範囲でキャップ３を変形させられる。
【００４７】
　また、係止部２２の内の１つは、切欠き部２５の近傍に、例えば、切欠き部２５の半径
方向の内側に設けられる。このため、キャップ３の取り外しのために工具を挿入した際、
係止部２２を直接押すことができて取り外しが容易となる。また、係止部２２は周辺に比
べて剛性が高いため、工具による取り外しがしやすい。また、切欠き部２５は複数のスポ
ーク延長部１７に設けてもよいが、切欠き部２５を１箇所にのみ設ける場合は、係止部２
２の１つは、切欠き部２５の近傍に配置され、他の１つは、切欠き部２５の半径方向の反
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対側部分の近傍に配置され、残りの係止部２２は、キャップ側連結部１８の近傍に配置さ
れる。キャップ３を取り外す際に変形させることが必要な切欠き部２５及びその半径方向
の反対側の部分を除いて、係止部２２を面剛性の高いキャップ側連結部１８に配置するこ
とにより、キャップ３の取り付け剛性が向上する。
【００４８】
　係止部２２は、偶数個配置されており、係止部２２の各々には周方向に１８０°ずれて
配置されたものが存在する。このため、キャップ３をホイール本体２に取り付ける時の側
面視での位置ずれが防止される。また、係止部２２の各々は、互いに隣り合う２つの位置
決め部２３の各々と車軸とを通る２つの線がなす角の２等分線上に配置されている。この
ため、係止部２２及び位置決め部２３がバランスよく配置され、正面視での位置ずれが防
止される。
【００４９】
　位置決め部２３は偶数個配置されており、位置決め部２３の各々には周方向に１８０°
ずれて配置されたものが存在する。位置決め部２３は、互いの周方向間隔が略一定である
。キャップ３の裏面には、位置決め部２３の各々から半径方向の内方に向かって延出する
補強リブ２６が設けられている。位置決め部２３が車軸に対し回転対称形に配置され、補
強リブ２６によってキャップ３の剛性が向上するため、キャップ３の車軸方向のガタツキ
や、ホイール本体２の表面とキャップ３の表面とが互いに車軸方向にずれることを防止で
きる。
【００５０】
　以上のように、ディスク部４よりもスポーク部６を車軸方向の外方に突出させることに
より、ホイール本体２の剛性が向上し、ホイール本体２及びキャップ３の表面を連続形状
として凹状連結部２０を設けることにより、スポークが長くなったように見えて意匠性が
向上する。
【００５１】
　以上で具体的実施形態の説明を終えるが、本発明は上記実施形態に限定されることなく
幅広く変形実施することができる。凹部は、側面視で円形ではなく正多角形のような他の
形状としてもよい。
【符号の説明】
【００５２】
１：車両用ホイール
２：ホイール本体
３：キャップ
４：ディスク部
５：リム部
６：スポーク部
７：底壁
８：周壁
９：凹部
１０：センター孔
１１：締結孔
１２：ハブ
１３：第１ビードシート部
１４：第２ビードシート部
１５：中間部
１６：肉抜き部
１７：スポーク延長部
１８：キャップ側連結部
１９：スポーク側連結部
２０：凹状連結部
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２１：キャップ合わせ部
２２：係止部
２３：位置決め部
２４：位置合わせ部
２５：切欠き部
２６：補強リブ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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